
第１８号議案 

 

 

町田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年(２０２６年)３月９日 

 

                                        提出者  町田市長  稲 垣 康 治 



町田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

町田市職員の育児休業等に関する条例（平成４年６月町田市条例第２２号）の一部

を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（第１号部分休業の承認） （第１号部分休業の承認） 

第１０条 略 第１０条 略 

２ 職員勤務時間条例第１７条第１項に規定す

る育児時間又は職員勤務時間条例第１９条第

１項に規定する介護時間の承認を受けて勤務

しない職員（非常勤職員を除く。）に対する

第１号部分休業の承認については、１日につ

き２時間から当該育児時間又は介護時間の承

認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超

えない範囲内で行うものとする。 

２ 職員勤務時間条例第１７条第１項に規定す

る育児時間若しくは子育て部分休暇又は職員

勤務時間条例第１９条第１項に規定する介護

時間の承認を受けて勤務しない職員（非常勤

職員を除く。）に対する第１号部分休業の承

認については、１日につき２時間から当該育

児時間、子育て部分休暇又は介護時間の承認

を受けて勤務しない時間を減じた時間を超え

ない範囲内で行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する第１号部分休業の承認

については、１日につき、当該非常勤職員に

ついて１日につき定められた勤務時間から５

時間４５分を減じた時間（当該非常勤職員が

育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務し

ない場合にあっては、当該時間から当該承認

を受けて勤務しない時間を減じた時間）を超

えない範囲内で行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する第１号部分休業の承認

については、１日につき、当該非常勤職員に

ついて１日につき定められた勤務時間から５

時間４５分を減じた時間（当該非常勤職員が

育児時間、子育て部分休暇又は介護時間の承

認を受けて勤務しない場合にあっては、当該

時間から当該承認を受けて勤務しない時間を

減じた時間）を超えない範囲内で行うものと

する。  

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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